
５

確定申告を時間内で終了するために 

事前の準備をお願い致します。 

 

 
① 令和５年に土地・建物売却があった方、 

住宅借入金控除初年度の方は事前に税務署でご相談下さい。 

（申告会では内訳書、明細書の作成は行いません） 

 

② 事業・不動産の資産の入替がありましたか？申告前にご来会下さい。 

 （１０万円以上の資産の購入は減価償却の登録が必要です。下取りがある場合は

別途明細書の作成が必要です。） 

 

③ 帳簿残高にマイナスはありませんか？残高が相違する場合、時間内に終了が難

しくなります。確定申告前のご相談をお願い致します。 

 （BRAをご利用の方は、マイナス残高検索をご利用頂くと確認出来ます。） 

 

④ インボイス登録申請をされた方、消費税の（記帳）入力方法は確認されています

か？ 

 （消費税課税方法の相談を申告期は行いません、事前にご来会下さい。） 

 

⑤ 不動産貸付をされている方、居住者の入退去はありませんか？ 

 （決算書の設定を変更します、申告前のご来会をお願い致します。） 

 

⑥ 他ご相談がある場合は、事前にご来会下さい。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                     

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 


